
 

 

 

 

 

 

 

～交通事故シラズの吉田町にしよう～ 

交通安全情報  
発行：吉田町役場防災課 地域安全部門 

電話：３３－２１３４ 

令和 8年 1月発行 

※静岡県警察から情報提供を受けております。 

令和８年度から 

自転車の が開始！！ 

交通反則通告制度とは・・・ 

運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば刑事裁判や家庭

裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度。 

※静岡県警ホームページ抜粋 

さらに、信号無視等の１６種類の交通違反で、３年以内に２回以上反復して検挙された

とき又は交通事故を起こしたとき、都道府県公安委員会により、「自転車運転者講習」の

受講が命じられます。 


